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控訴審弁論傍聴記

　今回は、亜細亜大学法学部4年生のO・Hさ
んに弁論傍聴記をお願いしました。O・Hさん
の弁論傍聴記は、これが二回目となります。

[ガヴァガイ]

「（求釈明に対する）説明を出さないのなら、
証人……」。

　定年を控えているという裁判長から、国側の姿勢
によっては証人尋問の可能性もあることを示唆する
言葉が発せられた。「今回だけは、裁判長偉かった。」
弁論後のミーティングでは、裁判長を賞賛する声も
聞かれた。次回の弁論は、どんな裁判長の訴訟指揮
で裁判が展開されるのだろうか。

●傍聴へ●傍聴へ●傍聴へ●傍聴へ

 　授業を終え、大学を出たのが14時30分。重いか
ばんを恨めしく思いつつ、駅まで走った。15時、無

念にも、開廷時は電車の中であった。

　霞ヶ関の駅を出たところで、ハンセン病国賠の弁
護士の方と偶然出会った。二、三言葉を交わした後、
急いで法廷へ。開廷より20分ほど遅れての到着であ
った。

●満員の傍聴席●満員の傍聴席●満員の傍聴席●満員の傍聴席

　法廷の扉をそっと押し開け、中を覗くと傍聴席は
沢山の傍聴人で埋め尽くされていた。前回を上回る
傍聴人の数。思わず扉を閉めてしまったが、扉の窓
からもう一度中を覗くと辛うじて空いている席がい
くつかあった。

　気を取り直して法廷へ入り、後方の席に腰をおろ
した。初めてお見かけする方、前回「週刊ビッグコ
ミック・スピリッツ」の呼び掛けで来ていた方、常
連の方、色々な方がいらっしゃるが、傍聴に不慣れ
そうな方が今までより多く目に入った。途中で入廷
する方もいる一方で、退廷する方も数名。ふと見る

裁判官の無責任を許さない

遠藤国賠ニュース
http://www.enkoku.com/

　遠藤国賠とは、無罪の遠藤祐一さんを有罪にした現職裁判官を訴えている裁判です。もちろん、裁判
も絶対ではありません。それゆえ、控訴、上告、再審があります。しかし、だからといって、数々の証
拠から無実が明白であるにもかかわらず、裁判官が無実と知っていてあえて有罪とすることが許される
でしょうか。遠藤国賠は、まさにそこを問う裁判なのです。
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と、私の隣に座っていた方は腕を組んで眠っていた。
それでも、傍聴席がいっぱいであるということは大
きな意味があるように感じられた。

●傍聴人への配慮●傍聴人への配慮●傍聴人への配慮●傍聴人への配慮

　そんな中で、阿部弁護士は時折時間を気にしつつ
も、前回同様、「控訴人」を「遠藤さん」と読み替
えるなど傍聴者に配慮して準備書面を読み上げてい
らっしゃった。私は遅れて来たため、準備書面を事
前に頂くことができなかったが、お陰で陳述の内容
はよくわかった。

　傍聴人への配慮は、裁判官にとって蛇足であるか
もしれない。しかし、裁判をただ公開しても内容が
分からないのでは、裁判公開は名ばかりの形式であ
る。

　以前、何度か傍聴させて頂いたある裁判部では、
私が傍聴しに行くと、裁判のたびにその事件の内容
や、それまでの裁判の経緯を説明して下さった。裁
判長が指示をするので、弁護士の方も傍聴人に配慮
して下さった。そういった裁判の傍聴では自分なり
にどちらが正しいのか等を考えることができたので、
実質的には違うのだが、裁判に参加しているという
気にさせてくれた。

　その裁判部では、判決内容を当事者に説明すると
いうこともしていた。納得した敗訴者が「ありがと
うございました。」と言って、帰って行くのを目に
したこともあった。私は、裁判官が傍聴者や当事者
に裁判の説明をするということが、誤判回避の一要
素にもなると思っている。

　今回の陳述では、「少なくとも4分の1以上の裁
判官が、同様の証拠評価と事実認定に至るか」とい
うことがしばしば指摘された。しかし、ほとんどの
傍聴者が、平成元年四月二一日の遠藤事件刑事上告
審最高裁判決の中身を知らないだろうし、「4分の1
以上」の意味するものもわからなかったであろう。
そういうことを裁判官が配慮しようとしないこと、
また、配慮できないということ自体が、遠藤事件が
おきるつまずきの石の一つではないかと感じられた。

●何のための裁判か●何のための裁判か●何のための裁判か●何のための裁判か

　陳述後、求釈明がなされた。既に手元の資料を片
づけ始めている被告代理人もいた。「今回初めてで
はないものもあるわけですし、今答えられるものは
答えていただきたい。」「いつまでに出していただ
けるのか。」との言葉に国側は「必要があれば出す
ということで、いつとは言えない。」。傍聴者から
も不満の声が上がり、裁判長も釈明に応じないなら
証人を採用する可能性を示唆した。

　前回、私は傍聴に向かうエレベーターで偶然にも
被告代理人の一人と乗り合わせた。その被告代理人
は体を小さくして、エレベーターを降りると物音も
立てず、足早に法廷へ入っていった。しかし、今回
見たその被告代理人は、声を荒げ、まるで別人のよ
うであった。聞くところによれば、この被告代理人
は、元裁判官だという。一体、国側は何のために、
また何を賭けてこの国賠訴訟を戦っているのだろう
か。代理人として、勝訴に導くという自分個人の名
誉を賭けて戦っているのだろうか、それとも裁判官
という身分のプライドを守るためだろうか――。

　この遠藤国賠勝訴に国側代理人の役割を、そして
裁判官たちのプライドを見出しているとしたら、大
きな間違いであると思う。この国賠訴訟に国側が負
けても、おそらく被告裁判官達が求償されることは
ないであろう。このままでは国賠を起こした遠藤さ
んの思いが空回りしてしまうのではないか、と思い
つつ傍聴を終えた。

[亜細亜大学法学部4年生 O・H]

定年退職間近の塩崎勤裁判長(絵:今井亮一)
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控訴審弁論要旨

　今回の弁論のタイトルは「刑事二審裁判の
違法性」。一審判決は、事実経過についてよ
くわからないところには目をつぶり、何がし
か説明がつきそうなところは事実をでっち上
げてでも説明をつけ、そうして遠藤さんを有
罪とした。そこに存在した矛盾を、二審判決

が
いか

如何に見事に(?)救済してしまったか、がテ
ーマである。

●刑事二審判決は断言した●刑事二審判決は断言した●刑事二審判決は断言した●刑事二審判決は断言した

　「遠藤さんの運転する車が被害者を
れっか

轢過し
た、と刑事一審判決が認定したのは、そこに

あ

挙
げられた証拠からして正当だ。またこの認定は
法律上正当な手続によって行われているし、二
審で改めて調べても何ら訂正すべき点はな
い。」

　刑事二審判決は、
おおむ

概ねこのように言い切った。

　しかし最高裁は、これは誤判であると明確に認め
ている。

　「本件では、刑事一、二審において十二分に
事実が調べられた。にもかかわらず、判決は証
拠の評価を誤り、判決に影響を及ぼすべき重大
な事実誤認を犯したといわざるをえない。した
がって、この判決は『破棄しなければ著しく正
義に反する』。」

　最高裁は一、二審と同じ書類を調べただけで以上
の結論に達している。それほどまで明白な事実誤認
をしていた刑事二審判決であるにもかかわらず、国
賠東京地裁判決は、「当時の証拠資料によると、遠
藤車両の他に加害車両と疑われる車がなかった。こ
のような情況のもとでは、普通の裁判官の少なくと
も4分の1以上は、その事実誤認を見破ることはで
きなかったであろう。だから刑事二審の裁判官に責
任はない。」と言っているのだ。

　一方われわれは、「本件は子供にも容易に
えんざい

冤罪と
わかる事案」と言い続けている。どちらがはたして
正しいのか。厳しく吟味する必要がある。

●あやうい情況証拠論●あやうい情況証拠論●あやうい情況証拠論●あやうい情況証拠論

　刑事二審判決は、42頁をもついやして「情況証拠
論」なるものを展開した。それは刑事一審判決と同
様に、

(1)第一発見者(とされた)中川氏が事故発見直
前にすれ違った車両が加害車両であることに
は間違いがなく、その車両は遠藤さんのもので
ある、

(2)事故現場を通過した関係各車両の通過時と
順序からして、加害車両は遠藤車両のほかには
考えられない、

というものであった。

　そして一審と同様、(1)を認定するにあたり、上記
中川氏の「

ほろ

幌
つ

付きだったかどうだったかはわからな
いが、少なくとも冷凍車のようなものではなかった」
などという不自然な内容の供述調書を採用している。
同氏は公判で、「最後にすれ違ったのは冷凍車の類」
とする注目すべき証言をしているにもかかわらずこ
れを理由なくしりぞけた上で、である。

　なお、このようにムリヤリ採用された中川氏の検
面調書であるが、これは偽造されたものではないか
と現在問題になっている。これも徹底的に追及する
必要がある。

　刑事一審は(2)の事実を、本来採用してはならない
証拠を根拠に、しかもそれを唯一の根拠として、認
定してしまった。根拠となった事実そのものは、事
故当夜の検問の際作成された検問表の内容なのであ
るが、検問表じたいが法廷に出てきたわけではない。
そこに出てきたのは、検問に従事しなかった警察官
が、別の警察官が「書き写した」という検問表の内
容を丸暗記してした証言、すなわち「また聞き」の
証拠だったのある。

　このような「また聞き」の証拠を、刑事訴
訟では「伝聞証拠」といい、原則として採用
してはならないことになっている。直接自分
で見聞きしていないことを言われてもあまり
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信用できないからである。そこで、ちゃんと
自分で見聞きした本人を呼んで証言させなけ
ればならないのであるが……(以上につき、本
紙42号5頁以下参照)

　刑事二審は、この違法な伝聞証拠を採用するのは
さすがにまずいと考えたようだ。それなら(2)の事実
は立証できないはずだ。ところが思いもよらぬ方法
で、一審同様の結論を維持した。なんと「また聞き」
の証拠を「また聞きではない」証拠に化けさせたの
だ。すなわち、実際に検問に従事せず検問表も作成実際に検問に従事せず検問表も作成実際に検問に従事せず検問表も作成実際に検問に従事せず検問表も作成
していない警察官を、検問に従事し検問表を作成ししていない警察官を、検問に従事し検問表を作成ししていない警察官を、検問に従事し検問表を作成ししていない警察官を、検問に従事し検問表を作成し
た警察官と認定したた警察官と認定したた警察官と認定したた警察官と認定したのである。

　この警察官は補充捜査に従事したにすぎず、それ
について証言するため二審の法廷に出てきたのであ
るが、当の本人が「自分は検問とは関係ない」旨述
べていたにもかかわらず、である。なおかつ、実際
に検問に従事した警察官2名もすでに法廷に登場し、

「自分たちが検問に従事した」旨証言していたにも
かかわらず、である。

　そんなことを裁判所がやるなんてだれも考えない。
しかし、遠藤事件の刑事二審・東京高裁はやったの
だ。これはもうケアレスミスなどというものではあ
りえない。十二分に事情を知ってことさらに悪意を
もって、遠藤さんを有罪にするためにだけ、やった
としか考えられない。違法な伝聞証拠を採用した刑
事一審をはるかにしのぐ悪質な所業を刑事二審は行
ったことになるのである。

　しかも、判決の際にはその点を朗読しないでおい
て、後に作成した判決書に書き込むというひどいも
のだった。

　こんなことを、普通の裁判官の少なくとも4分の
1以上が行うというのか

　なお、検問車両をめぐる証拠関係においては、起
訴検察官の手元に起訴時、そもそもどのような証拠
書類があって、どのような根拠をもって起訴したの
かが問題になっている。それを明らかにすべく申し
立てた「文書提出命令」は一年以上たった今現在、
未だ最高裁にて審理中であることを付言しておく。

(本紙42号2頁参照)

●アリバイ排斥の手口●アリバイ排斥の手口●アリバイ排斥の手口●アリバイ排斥の手口

　刑事一審は遠藤さんのアリバイを、新たな事実を
創作してまで否定した(これについては本紙43 号 3
頁以下参照)。そして二審も、この結論をそのまんま、

東京高裁民事9部・809号法廷の様子 (絵:今井亮一)。左側が原告、右側が被告。
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認めてしまった。

　その理由は要するに、「遠藤が犯人だからアリバ
イは成立しない」という逆転した論理である。すな
わち、上に述べた中川氏の証言、以下に述べる「異
常走行体験供述」、右後輪付着物がO型の人血など、
ことごとく争われている他のテーマに関する証拠で、
遠藤車両を加害車両と認定しているのである。

　遠藤さんは、捜査段階の初期の段階から一貫して
こう述べていた。

　「クランクを曲がってくるバスを認めたの
で、これとすれ違うために左側によろうとして
左前方を見ると阿賀の川タクシーの蛍光灯看
板が目に入った。この近辺でバスとすれ違っ
た」

　そして、遠藤さんとすれ違ったそのバスの運転手
が直後に、道路の中央付近に寝ている被害者を見て
いた。これらを突き合わせるとアリバイが成立する。

　ところが国賠東京地裁判決は、刑事二審の誤りを
仕方なかったとして救済してしまった。理由は、阿
賀の川タクシーの看板と他の看板とを遠藤さんが見
まちがえた余地があるから、というものだった。　し
かし当時、見まちがえるような蛍光灯の看板は付近
にはひとつもなかったのだ。つまり遠藤さんの供述
を排斥できる証拠は一切なかったのである。

　このような認定を、日本の普通の裁判官の4分の
1以上が、はたして行うのであろうか?

●いわゆる右後輪付着物●いわゆる右後輪付着物●いわゆる右後輪付着物●いわゆる右後輪付着物((((物証論物証論物証論物証論))))

　刑事二審でも、(1)19×20 センチメートル大の右
後輪タイヤ付着物の発見(注目)経緯、(2)被害者の
れっか

轢過態様と右後輪付着物の付着のしかた、(3)血痕鑑
定の評価が激しく争われた。だが、結論は一審と同
じだった。

　まず、(1)右後輪付着物を、事後直後の緊急検問で
警察官は発見できなかった(これが発見されたのは
事故発生の2日後)。その理由として刑事二審判決は、

検問警察官に事故状況が伝わっておらずタイヤに注
意しなかった余地があること、タイヤのゴムの一部
に付着した血液が、事故後30分の経過により乾燥し
単なる汚れとしか見えなくなっていた余地があるこ
と、を言う。

　噴飯ものというほかない。刑事二審の公判では、
検問警察官の渡辺正紀氏が、検問状況についてこう
証言している。「タイヤに光を照射して見分しまし
た。…」と。

　検問の5分間という時間は、決して短くない。そ
の間中、探索的に見分した警察官が発見できなかっ
たのだ。その事実は重い。

　さらに刑事二審判決は、「二人の警察官は日本防
火ライト工業での

しゃあ

車当たり捜査で 19×20 センチメ
ートル大の血液のようなものを発見して、一旦警察発見して、一旦警察発見して、一旦警察発見して、一旦警察
署に戻った署に戻った署に戻った署に戻った。その発見状況の報告を受けた上司の指
示により、再度二人の警察官が日本防火ライト工業
に赴き改めて確認し、遠藤さん本人に運転させ、遠藤さん本人に運転させ、遠藤さん本人に運転させ、遠藤さん本人に運転させ岩沼
警察署に移動させた」と認定してしまった。この点
については刑事一審判決は完全に沈黙していた(本
紙前号7頁参照)のだが、二審はムリヤリ、積極的に
判断を下したわけである。

　この、およそ合理性の
かけら

欠片もない事実認定に、最
高裁も「捜査経過自体不自然である」と疑問の目を
向けている。日本の普通の裁判官の少なくとも4分
の1以上が、こんな事実認定をするというのだろう
か。

いわゆる、右後輪付着物
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●超アクロバット的事実認定●超アクロバット的事実認定●超アクロバット的事実認定●超アクロバット的事実認定

　刑事二審判決は、(2)事故態様について超ウルトラ
C ともいうべき、アクロバット的事実認定をしてい
る。

　「遠藤車両の右後輪外側タイヤの外周より
の部分が、地上に横たわっていた被害者の頭部
前面部分に乗り上げてその部分の皮膚を

は

剥ぎ
取るような状態で

れっか

轢過した。その結果、
は

剥がれ
た皮膚片がタイヤ外側面に触れて 19×20 セン
チメートル大に血液を付着させた。」

　時速 40 キロメートルの速度で走行する車両のタ
イヤが、路上に横たわった者の頭部と接触する時間
は100分の5秒である(江守鑑定)。つまりその100100100100
分の分の分の分の5555秒の間に、まず皮膚が秒の間に、まず皮膚が秒の間に、まず皮膚が秒の間に、まず皮膚が

は

剥剥剥剥がれて大量に出血し、がれて大量に出血し、がれて大量に出血し、がれて大量に出血し、
しかる後その皮膚が再び元の頭部に戻ったしかる後その皮膚が再び元の頭部に戻ったしかる後その皮膚が再び元の頭部に戻ったしかる後その皮膚が再び元の頭部に戻った、という
のである。だいたい、仮に皮膚が

は

剥がれたとしても
その大きさはどれだけあったというのだろうか。

　刑事二審の裁判官らは、本当にこう考えて判決を
書いたのか、ぜひ聞いてみたいものである。

　このように、(1)右後輪付着物が発見される過程に
しても、(2)被害者の

れっか

轢過態様と、付着物のその付着
の仕方にしても、物証とされた「19×20センチメー
トル大の付着物」を被害者の血液と認める根拠はま
ったくない。こんなことは子供ですら容易に理解で
きるであろう。「子供にでも

えんざい

冤罪とわかる事件」と
いっている

ゆえん

所以である。

　さらに刑事二審は、(3)右後輪付着物の血痕鑑定に
ついて、一審と同様、要するに有罪に導ける鑑定を
すべて採用した。それも理由ひとつ明らかにせず、
ただ、「○○鑑定は信用できる」「××鑑定は信用
できない」と言っているだけ。

　他方最高裁は反対に、被告弁護側の主張をすべて、
根拠を示した上で、認めた。(詳細については各判決
文を参照してください)

●供述証拠論●供述証拠論●供述証拠論●供述証拠論—だまし取られた自白だまし取られた自白だまし取られた自白だまし取られた自白

　「時速約 40 キロメートルで進行中急に車の

進行状態が、後から何かに車を引っ張られるよ
うに、スムースであった車の進行がにぶったよ
うな感じがした。そして急にハンドルが取られ
車の後ろのほうがバウンドした状態になり、私
の身体が少し浮き上がった。進路も急激に変わ
り、5・6メートルくらい進行する間に、1メー
トルくらい左側に移動した」

　これがいわゆる「異常走行体験供述」である。

　二審判決は、これは遠藤さん自らがすすんで述べ
たものであり、その内容も信用できると認めてしま
った。その根拠は、取調べの最中に取調官が鑑定結
果の連絡を受けてそれをもとに供述させたこと。そ
して供述自体、車両の動きを克明に表現しており実
際に体験した者でなければ分からないものであるこ
と。

　しかしこの「異常走行体験供述」は「偽計による
取調べ」によってだまし取られたものであることは
疑いがない。なぜなら、

(1)取調べ方法について取調官を弁護人が尋問
したところ、証言が二転三転し非常に不自然で
あった。

(2)鑑定結果について取調べの最中に連絡を受
けたというが、その鑑定結果のデータが今日に
至るまでまったく出されない。よってこの鑑定
自体実際にはなされていなかった疑いが濃厚
である。

(3)「異常走行体験供述」には、右後輪のみ
れっか

轢過
の場合の典型的な現象が記載されている。これ
は、取調官が右後輪付着物の存在にあわせて遠
藤さんに供述させようと誘導した結果である。

●事故認識の欠如とひき逃げ犯人像との矛盾●事故認識の欠如とひき逃げ犯人像との矛盾●事故認識の欠如とひき逃げ犯人像との矛盾●事故認識の欠如とひき逃げ犯人像との矛盾

　遠藤さんには、取調べのときまで事故認識、すな
わち事故に関与したかもしれないという意識がまっ
たく存在しなかった。現場で異常走行を体験したの
が本当だというのなら、検問時に警察官から聞かれ
たとき、また2日後に出社した際上司から聞かれた
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とき、異常走行体験と事故との関係に気付くことに
なるのが当然の話である。そして、もし犯人なら、
車を調べて 19×20 センチメートル大の血痕を見つ
け、洗い落とし、証拠の隠滅を図ろうとするだろう。
容易に想像できることである。しかし、遠藤さんは
まったくそんな行動をしていなかった。

　事故認識が欠落している遠藤さんの一連の行動は、
現場で衝撃を体験したひき逃げ犯人像とはまったく
矛盾する。このような事態に直面すれば、弁護人な
らずとも、これはおかしいと考える。すなわち遠藤
車両は加害車両ではないのではないか、と気付くは
ずである。

　この点、刑事一審最終弁論で弁護人は大々的に論
じたが、一審判決は、

ほおかぶ

頬被りして応えなかった(以上
につき、本紙前号4頁参照)。かわって二審判決は、
被告人の挙動と題しこの問題に触れている。

　しかし、事故認識の欠如とそれに基づく行動が必
ずしも犯人像とは矛盾しないと述べるだけ。とって
つけたように、「24日津川署に出頭する際、逮捕に
そなえて洗面具や下着を買っていたではないか」と
いう。

　意図的に論点をはずしてすり替えている。実際は、
洗面具などを買ったのは、警察からそう言われたか
ら買っていただけのことなのだ。

　以上のように、スジの通らない、大いなる矛盾を
乗り越えてまで、日本の普通の裁判官の少なくとも
4分の1以上が、同様の事実認定をするというのか、

厳しく問われているといわねばならない。

　※このような弁論の後、「
きゅうしゃくめい

求釈明の申立て」をお
こなった。

　「釈明」とは要するに、裁判官が事実関係
等についてよくわからないところを当事者に
質問することであるが、当事者も裁判官の尻
を叩いて「これこれについてあちらさんに訊
いてくれよ」と請求することができる。これ
が「求釈明の申立」である。実際のところは、
法廷の場で当事者が相手に質問するのとそう
異ならない。

　遠藤国賠の場合、被告国側は、一審のとき
から争点についてほとんど何も答えていない。
黙っていれば裁判所が勝たせてくれると言わ
んばかりの態度に終始した。そして裁判所も
そのとおり、ちゃんと勝たせた。

　今回、原告遠藤さん側は改めて、被告国(お
よび裁判官・検察官個人)に対し、数々の疑問
点や矛盾点をぶつけたわけである。

　他方国側には、これに応えるべき「法的」
義務はない。ただ、自分にとって不利な質問
に対して沈黙した、または明確かつ説得的な
回答をしなかった、といった事実は、当然な
がら判決において不利に考慮される……のが
自然である。

一　公訴提起・維持について(国・検察官渡辺氏に対
する質問)

1.検問表は、公訴提起時に起訴検察官渡辺氏の
手元にあったか。

　渡辺氏は、関係証拠32点中に検問表を
あ

挙げ
ているが、本当はなかったのではないかと疑
われている。

2.右検問表作成のもとになった検問
げん

原メモ(検
問現場で作成されたもの)は、刑事二審におい
て、検察官の釈明によると保存期間がすぎたの
で廃棄処分にされているとされる。その廃棄の
日時と廃棄の理由・根拠について明らかにされ
たい。

東京高裁民事9部・809号法廷前の予定表
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3.中川丈次氏の検面調書の末尾の署名は、中川
丈次氏本人の手による署名なのか。また、「中
川丈次」という署名の下に押してある指印は中
川氏のものか。

4.中川丈次氏の員面調書（警察官の取調べに対
する供述調書）や検面調書(検察官の取調べに
対する供述調書)には、その目撃車両と原告車
両の異同を確認した記載・形跡がない。警察官
や検察官は、中川丈次氏の取調べにおいてその
旨の確認をしているか。その結果はどうだった
か。

5.検問表に記載のある冷凍車に対し
しゃあ

車当たり
捜査を行ったか。その結果はどうだったか。

二　刑事一審判決について(国と各裁判官個人に対
する質問)

1.船尾鑑定で予備試験フェノールフタレイン
反応が五本の綿糸すべてにつき陰性であった
が、これを排斥して人血と認定した理由。この
排斥の理由が刑事一審判決においては欠落し
ている。この機会に、排斥の理由を明確にされ
たい。

2.桂秀策鑑定はピコグラム(1兆分の1グラム)
単位の人血量が含まれているというものであ
る。この桂鑑定を根拠にして、19×20センチメ
ートル大の右後輪付着物全部を被害者の血液
と認定した根拠は何か。

　1 兆分の 1 グラムとは、縦・横・高さ各々
100 メートルの巨大水槽に 1 グラムの血液を
たらして均等にかきまぜたときに得られる単
位である。

3.右後輪付着物の発見過程について

　刑事一審の重大争点であった「右後輪付着物
が発見された場所ないしは注目を引くに至っ
た場所がどこであるか」について、判断がなさ
れていない。刑事一審裁判官らは、どのような
認識で有罪判決をしたのか明らかにされたい。

　最高裁は、「捜査経過自体不自然である…」
と指摘している。

4.右後輪付着物の付着
きじょ

機序(付着のしかた)に
ついて

　刑事一審判決は、一方において、上山鑑定を
ちゃっかり引用して右側前後輪

れっか

轢過の根拠と
しつつ、他方では上山鑑定をまったく無視して
付着

きじょ

機序を認定しようとしていた。付着
きじょ

機序の
認定において上山鑑定を排斥した理由。

　原審第18回口頭弁論で、沢田裁判長が、「血
痕付着

きじょ

機序につき、判決理由と証拠との間に
そご

齟齬が認められるように思われるので、被控訴
人らのほうで理由を補充されたい」と被控訴人
に対し釈明を求めた。にもかかわらず、被控訴
人らは未だ釈明することがない。右

きゅうしゃくめい

求釈明は、
本来控訴人の釈明要求でもあった。この機会に
明確に釈明されたい。

5.原告の「異常走行体験供述」の任意性を肯定
するについて、原告の供述を排斥し、取調官の
二転三転した供述を採用した理由。

　遠藤さんは、身に覚えはないと答えたが、
「人の血なんだ。轢いてんだ。知らないで来
ただけなんだ…」と取調官に迫られ、「異常
走行体験供述」を取られてしまった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　[寅次郎]
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『明日の法律家講座』のご案内

　遠藤国賠ニュース46号でもお知らせした通り、司
法試験の受験専門学校「伊藤真の司法試験塾」で定
期的に開催されている講演会、『明日の法律家講座』
で、遠藤事件が取り上げられることになりました。
この度、詳細が決まりましたので、右の通りお知ら
せします。

　なお、「伊藤真の司法試験塾」のホームページ内
の、『明日の法律家講座』のページにも情報が掲載
されていますので、そちらの方も御覧下さい。

　http://www.itojuku.co.jp/asuhou/yotei.htm

・『明日の法律家講座』講演会

　　テーマ：「ひき逃げ犯人として裁かれて・・・

　　　　　　　逆転無罪・遠藤事件を検証」

　　　講師：遠藤祐一氏・阿部泰雄 弁護士

　　　日時：2000年11月18日(土曜日)

　　　　　　　　　　午後6:30～8:30

　　　場所：伊藤真の司法試験塾　東京校

[ガヴァガイ]

官 僚 法 学 批 判

[法律学の市民化をめざして]

　遠藤国賠原告代理人団弁護士である吉永満夫氏の
著書、『官僚法学批判―市民を忘れた行政官官僚法学批判―市民を忘れた行政官官僚法学批判―市民を忘れた行政官官僚法学批判―市民を忘れた行政官・裁判・裁判・裁判・裁判
官官官官・法学者を批判する―・法学者を批判する―・法学者を批判する―・法学者を批判する―』(花伝社、2,000円プラス
消費税)がこのほど出版されました。この本は、弁護
士経験30年の著者が、法廷の現場から渾身の力をふ
りしぼって書き下ろしたいわば市民への報告書でも
あります。

　吉永弁護士のホームページからご紹介いたします。
「この本を読むと、なぜ役人は威張っているのか。

なぜ裁判官は『世間知らず』といわれてしまうのか。
なぜ裁判官は『失敗の経験』が許されているのか。
なぜ裁判官は行政側に有利な判決を出すのか。なぜ
刑事裁判で冤罪が絶えないのか。なぜ公務員は無責
任なのか。なぜエリートの刑は軽いのか、などなど
の疑問が氷解するでしょう。」

　私も、先日注文いたしました。皆さんも、ぜひご
一読ください。

　なお、吉永弁護士ホームページのアドレスは、
http://member.nifty.ne.jp/yoshinaga98/　です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[寅次郎]

次回弁論のお知らせ

　次回弁論は──

12121212月月月月13131313日日日日((((水水水水))))午後午後午後午後3333時～時～時～時～4444時時時時30303030分分分分
東京高裁民事東京高裁民事東京高裁民事東京高裁民事9999部部部部・・・・809809809809 号法廷号法廷号法廷号法廷

──です。

　皆さん、傍聴におこし下さい。弁論終了後、ミー
ティング及び懇親会を行いますので、そちらの方も
是非どうぞ

東京高等裁判所(裁判所合同庁舎)
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事務局から

●10月９日、神保町の岩波書店をの
ぞいたら、遠藤国賠代理人弁護士の
お１人、毎回法廷へ出ている吉永満
夫さんの『官僚法学批判』（花伝社）
が、棚に背差しではなく表紙を向け
てドーンと置かれていた。さっそく
買い、読み始めた。本は、分厚いけ
れども次々と興味深くページをめ
くれて楽しみ！というタイプがあ
る。これはどうもそのタイプの本の
ようだ。あと、『週刊ビッグコミッ
ク・スピリッツ』(小学館)で連載中
の『交通被告人 前へ!!』（私が原
作）を見て傍聴に来てくれた方々、
また入会してくれた方々、ありがと
うっ!!

[今井亮一]

●11月6日の朝、いつものように出
勤途中でコンビニに寄り昼食を購
入ついでにスピリッツ（漫画週刊
誌）を立ち読みしていました。我が
会の代表をしている今井さんが原
作を書いている『交通被告人 前
へ!!』という漫画を読むのが目的だ
ったのですが、読んでるうちに遠藤
国賠の話がでてきました。日本の裁
判制度がいかに崩壊しているかの
例だったんですが、かなり大々的に
扱われホームページのアドレスも
載っていました。近々紹介されると
いう話は聞いていましたが、予想以
上に扱いが大きかったのでちょっ
と驚きました。おかげでこの週は訪
問者がどっと増えました。これまで
1日20～30人程度だったんですが、
発売日と次の日は300人もの訪問者
がありました。この漫画の読者は大

学生や若いサラリーマンが多いよ
うです。彼らが遠藤国賠をきっかけ
に、日本の裁判所の現状などに興味
を持ってくれたら幸いです。

[カブ]

●最近、ちょっとしたトラブルがあ
り、もしかしてこれはいわゆる裁判
沙汰か？それもあの、数年前の民事
訴訟法改正の目玉商品、「市民に身
近な司法」への第一歩との誉れ高き、
あの、「少額訴訟」というやつか?!
という事態に発展しました。そこで、
元ボス(弁護士)の知恵も借りなが
ら(タダで(^o^))いろいろと調べて
みました。少額訴訟って、業界関係
者が言うほど「市民に身近な司法」
ってやつなの??
　残念ながら、結論は「どちらかと
いえば、否」というほかありません。
裁判所を「市民に身近」に、敷居を
低くする工夫は、確かにいろいろと
凝らされてます。しかしこれは、事
実関係や法的事項にほとんど争い
のない、ごくごく簡単な事件につい
てのみ、活かされるものでしかない
ようです。しかしながらこのような
簡単な事件についてさっさと解決
する制度は、実は従来からあったん
ですね。もちろん、事実関係や法的
事項の点でややこしいトラブルを
簡単な手続きでさっさと解決され
ては相手さんが困ることも事実。
「少額訴訟」はその中間を取ったよ
うなものなのでしょうが、それにし
ても、「訴訟」と名のつく以上はや
っぱりかなりメンドウそうで、あん
まりやりたくないなあ……
　幸にか不幸にか、私の相手さんは
あまり私とケンカしたくなかった

ようで、事態は円満解決に向かって
います。裁判がメンドウだというこ
とは、当事者のお話し合いでの解決
へと導くものでもありましょうが、
カネもヒマもない一市民が、もうち
ょっとお手軽に裁判所を利用でき
ないものかという気も、とってもし
ています。

[tommi]

●「ん、公務員？　そりゃ税金ドロ
ボウのことだよ。ア、おまえもその
一味ってわけか?!　いつまでやって
るんだか・・・」　これは私の父の
言葉です。実は、私は技能系の公務
員なのでした。公務員とは、「公共
役務提供員」であるべきだと私は思
ってるのですが、そう考えてる公務
員は少数派のようです。財政再建団
体に転落寸前の地方公共団体、その
私の職場にリストラの嵐が吹き荒
れています。連日、組合の緊急集会
が招集され大騒ぎです。
　しかし、歴史的使命を終えた無用
の職は廃止されてもやむを得ませ
ん。それが時代の流れでありましょ
う。そして、「総論賛成各論反対」
なんてことを自分はしたくない。
　そこで転職のために、労働省の
「教育訓練給付制度」を利用しよう
と公共職業安定署に問い合わせて
みました。すると、公務員はその制
度の対象外とのこと。なぜかという
と、「クビになることが想定されて
いないから」　とのことでした。

[寅次郎]
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